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くみあいニュース山口大学教職員組合（2025年 11月 11日 Tuesday） 

第 301号（2024 年度-第 13号）／電話：083-933-5034・メール：fuy-union@galaxy.ocn.ne.jp  

 

教員の業績評価給制度改訂問題第２回団体交渉（11/7） 
～進士理事, 交渉なし規則改正(8/1)白紙撤回拒否に固執～ 

 

教員業績評価給制度改訂について、組合が山口大学進士正人人事給与マネジメント担

当副学長等との団体交渉を９月３日（木）に行い、交渉を行うことなく８月１日付けで

就業規則改正を先行実施したことの不当性を追及し、謝罪・白紙撤回を求めたことにつ

いては、「くみあいニュース第 294号（９月 11日発行）」でお知らせしましたが、その

後の状況についてお知らせします。 

 9/3団体交渉後、大学は９月 10日に学長名回答を提示しましたが、組合が団体交渉で強く求めた「謝罪・

白紙撤回」ではなく、単に６月以降の経過を書き連ねたものであったため、９月 19日に申入書（２頁に掲

載）を提出し、あらためて「謝罪・白紙撤回」と再度の団体交渉開催を求めました。 

 これに対して 10月 16日に提示された大学回答（２頁に掲載）は、驚くことに労働条件不利益変更を認め

ず謝罪と規則の白紙撤回をも拒否するものとなっておりました。 

 このため、11月７日（金）午前 11時から大学との２回目の団体交渉を行いました。交渉には大学側から

進士正人副学長・三浦総務企画部長・林人事課長等、組合は三原委員長・桑畑副委員長・滝野副委員長等が

出席しました。                        ※9/10 付学長回答書は組合ホームページに掲載。 

 

評価制度給変更が不利益変更であることは提示資料で明らか 

～なお認めぬため、より詳細な個別の損害額資料提示を求める～ 
 

交渉の席上、進士副学長からはまたしても、「今回の改正は昨年の人事院勧告、給与制度のアップデートに

もとづくもので、全国共通の制度改正だ」など、山口大学の教員のみを対象とした評価制度の改悪を避けよ

うのないものだとする発言が繰り返されました。組合は人勧と評価給制度改訂はまったくの別問題であると

指摘しました。進士副学長からはさらに、「（大学側が提示した）資料では事実は分からない」等、データに

もとづく検証や結果を軽視するような、およそ研究者とは思えない発言が飛び出しました。 

こうしたその場しのぎの発言の繰り返しを止めるために、交渉では、労働条件の不利益変更にあたるか否

かという争点について、まず双方で事実認識を明らかにし共有することが議論の前提だとして、過去３年間

にＡ評価以上を１回受けた者（49人）のシミュレーションデータの追加（Ａ以上 3回・2回は受領済）と、

別途、55歳未満の教授 57名中、３年間（2022年～2024年）すべてＢ評価以下だった者（８人）について、

年金・退職手当への影響額含めより具体的なデータを提示するよう求めました。 

具体的には、3年間Ｂ評価以下であった者について、個人情報を伏せて（年齢は明示）、「給・号俸・給与

額・年間支給額」「昇給した場合の給・号俸・給与と年間支給額の推移」「退職までの各年度の推移」に加え

て、「退職金支給予想額」「年休支給予想額」と「退職後 10年間の総額」を示す資料の提示を求めました。

「Ａ１回、Ａ２回、Ａ３回の者」についても同様の資料提示を求めました。この資料作成は担当職員にとっ

て相当の業務量・時間であることを考慮して、回答の目安を２週間後の 11月 25日（火）までとしました。 

以上の資料提示後、その分析をおこなった上で、進士副学長と事実認識の共有をおこない、今回の制度改

正による事実上の年一回の定期昇給の廃止が重大な不利益変更であるのみならず、給与決定規則に反してい

ることを認めるよう、引き続き団体交渉を行います。 

 

全教職員配布 



 

 

2 

 

  

9月 19日大学への組合申入 
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10月 16日付大学からの回答 


